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福井県告示第４８９号
　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５０条の２の規定により指定医療機関から
変更および廃止の届出があったので、同法第５５条の３の規定により、次のとおり告示す
る。
　　令和６年１２月１０日
　　　　　　福井県知事　杉本　達治
届出日 内容 医療機関名称 医療機関住所
R6.1.15 管理者変更 株式会社コトブキ薬局 勝山市元町２丁目１８番３２号
R6.1.15 廃止 河北小児科医院 勝山市片瀬１丁目１１２－８
　 　
福井県告示第４９０号
　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２の規定により指定介護機関から
変更の届出があったので、同法第５５条の３の規定により、次のとおり告示する。
　　令和６年１２月１０日
　　　　　　福井県知事　杉本　達治

告 　 示
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指定介護機関
番号 サービスの種類 届出事項 旧 新 名称 変更年月日 介護機関住所

1870400486 居宅介護支援 所在地 小浜市遠敷６丁目１０４サンセットハイム２０３号室 小浜市国分４４－９ 居宅介護支援事業所ケア・ラボ 令和6年9月1日 小浜市国分４４－９

1870400114 訪問介護訪問型サービス 所在地 小浜市伏原３０－３３－６ 小浜市国分４４－９ 訪問介護事業所ぼちぼち堂 令和6年9月1日 小浜市国分４４－９

　 　
福井県告示第４９１号
　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２
３号）第５９条第１項の規定により指定自立支援医療機関を指定したので、同法第６９条
の規定により、次のとおり公示する。
　　令和６年１２月１０日
　　　　　　福井県知事　杉本　達治
病院および診療所

担当する
自立支援医
療の種類

名称 所在地 開設者名称 代表者 開設者住所 指定日

精神通院
医療

医療法人　きむら内科医院 鯖江市中野町原２５７－３－７ 木村　和弘 鯖江市中野町原２５７ 令和６年１２月１日

薬局

担当する
自立支援医
療の種類

名称 所在地 開設者名称 代表者 開設者住所 指定日

精神通院
医療

日本調剤　みのり薬局 福井市みのり3丁目10番2号 日本調剤株式会社 代表取締役　笠井　直人 東京都港区芝5丁目33番11号 令和６年１２月１日

精神通院
医療

アルプ薬局　ふなばし店 福井市舟橋1丁目303 株式会社アルプ 代表取締役　古賀　美純 石川県金沢市近岡町309番地 令和６年１２月１９日

　 　
福井県告示第４９２号
　土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の４第１項において準用する同法第
５２条の２第１項の規定に基づき、おおい町営土地改良事業名田庄口坂本地区（全工区）
の換地計画を適当と決定したので、同法第９６条の４第１項において準用する同法第５２
条の２第４項において準用する同法第８条第６項の規定により公告し、関係書類を次のと
おり縦覧に供する。
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　　令和６年１２月１０日
　　　　　　福井県知事　杉本　達治
１　縦覧に供する書類
　　換地計画書の写し
２　縦覧に供する期間
　　令和６年１２月１０日から
　　令和７年　１月１５日まで
３　縦覧に供する場所
　　おおい町農林水産課
　 　
福井県告示第４９３号
　森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２５条の２第２項の規定により、保安林に指定
する予定であるので、同法第３０条の２の規定により、次のとおり告示する。
　　令和６年１２月１０日
　　　　　　福井県知事　杉本　達治
１　保安林予定森林の所在場所
　　福井市国見元町２４字杤木山４の１
２　指定の目的
　　公衆の保健
３　指定施業要件
　⑴　立木の伐採の方法
　　ア　主伐に係る伐採種は、定めない。
　　イ 　主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木が所在する市町に係る市町

村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
　　ウ　間伐に係る森林は、次のとおりとする。
　⑵　立木の伐採の限度ならびに植栽の方法・期間および樹種
　　　次のとおりとする。
　（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を福井県庁および福井市役所に備え置いて
縦覧に供する。）
　 　
福井県告示第４９４号
　一般県道音海中津海線の下記区間において、道路改良工事に伴い、道路の区域を変更し
たので、道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定により、次のとおり
公示する。
　なお、これを表示した図面は、福井県庁および小浜土木事務所において、令和６年１２
月１０日から２０日間一般の縦覧に供する。
　　令和６年１２月１０日

　　　　　　福井県知事　杉本　達治
道
路
種
類

路
線
名

新
旧
別

区　間
幅　員
(単位:
 ﾒｰﾄﾙ)

延　長
(単位:
 ﾒｰﾄﾙ)

一
般
県
道

音
海
中
津
海
線

新

大飯郡高浜町中津海１
１字堀２４番１から
大飯郡高浜町中津海１
１字堀２番１５まで

0.1
～
4.4

61.1

新

大飯郡高浜町中津海１
１字堀２４番２から
大飯郡高浜町中津海１
１字堀地先まで

5.1
～

16.4
61.1

旧

大飯郡高浜町中津海１
１字堀２４番２から
大飯郡高浜町中津海１
１字堀地先まで

5.1
～

16.4
61.1

　 　
福井県告示第４９５号
　主要地方道篠尾勝山線の下記区間において、道路改良工事に伴う旧道引き継ぎのため、
道路の区域を変更したので、道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定
により、次のとおり公示する。
　なお、これを表示した図面は、福井県庁および福井土木事務所において、令和６年１２
月１０日から２０日間一般の縦覧に供する。
　　令和６年１２月１０日
　　　　　　福井県知事　杉本　達治
道
路
種
別

路
線
名

新
旧
別

区　間
幅　員
(単位:
 ﾒｰﾄﾙ)

延　長
(単位:
 ﾒｰﾄﾙ)

　
　
　
　
　
主
要
地
方
道

　
　
　
　
　
篠
尾
勝
山
線

新

福井市獺ケ口町５字止
尻１番７から
福井市獺ケ口町１６字
印谷口６１番２まで

8.0
～

41.1
420.0

旧

福井市獺ケ口町５字止
尻１番７から
福井市獺ケ口町１６字
印谷口６１番２まで

8.0
～

41.1
420.0
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旧

福井市獺ケ口町５字止
尻番２番１から
福井市獺ケ口町１６字
印谷口６２番まで

4.1
～
6.1

289.0

　 　
福井県告示第４９６号
　主要地方道福井丸岡線の下記区間において、道路改良工事に伴い、道路の区域を変更し
たので、道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定により、次のとおり
公示する。
　なお、これを表示した図面は、福井県庁および福井土木事務所において、令和６年１２
月１０日から２０日間一般の縦覧に供する。
　　令和６年１２月１０日
　　　　　　福井県知事　杉本　達治

道
路
種
別

路
線
名

新
旧
別

区　間
幅員
(単位:
 ﾒｰﾄﾙ)

延長
(単位:
 ﾒｰﾄﾙ)

主
要
地
方
道

福
井
丸
岡
線

新

福井市文京１丁目７０
４番から
福井市文京１丁目２４
０２番４まで

17.5
～

23.9
248.2

旧

福井市文京１丁目７０
４番から
福井市文京１丁目２４
０２番４まで

15.9
～

20.6
248.2

　 　
福井県告示第４９７号
　一般国道４７６号の下記区間において、道路改良工事に伴い、道路の区域を変更したの
で、道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定により、次のとおり公示
する。
　なお、これを表示した図面は、福井県庁および丹南土木事務所において、令和６年１２
月１０日から２０日間一般の縦覧に供する。
　　令和６年１２月１０日
　　　　　　福井県知事　杉本　達治

道
路
種
別

路
線
名

新
旧
別

区　間
幅員
(単位:
 ﾒｰﾄﾙ)

延長
(単位:
 ﾒｰﾄﾙ)

一
般
国
道

４
７
６
号

新

今立郡池田町松ケ谷３
３字カシガキ１番５か
ら
今立郡池田町持越１字
境谷１０番６まで

7.4
～

40.0
987.3

旧

今立郡池田町松ケ谷３
３字カシガキ１番５か
ら
今立郡池田町持越１字
境谷１０番６まで

7.4
～

40.0
987.3

旧

今立郡池田町松ケ谷３
４字大林１番２から
今立郡池田町持越１字
境谷１０番１まで

6.2
～

31.3
1,382.3

　 　
福井県告示第４９８号
　一般県道音海中津海線の下記区間において、道路改良工事の竣工に伴い、道路の供用を
開始するので、道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定により、次の
とおり公示する。
　なお、これを表示した図面は、福井県庁および小浜土木事務所において、令和６年１２
月１０日から２０日間一般の縦覧に供する。
　　令和６年１２月１０日
　　　　　　福井県知事　杉本　達治
道
路
種
類

路
線
名

供用開始の区間 供用開始の期日

一
般
県
道

音
海
中
津
海
線

大飯郡高浜町中津海１
１字堀２４番１から
大飯郡高浜町中津海１
１字堀２番１５まで

令和６年
１２月１０日
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　政府調達に関する協定の適用を受ける調達契約に係る一般競争入札を実施するので、特
定調達契約に係る福井県財務規則の特例に関する規則（平成７年福井県規則第８２号）第
４条の規定により、次のとおり公告する。
　　令和６年１２月１０日
　　　　　　福井県知事　杉本　達治
１　一般競争入札に付する事項
　⑴　調達をする物品（以下「調達物品」という。）の名称および数量
　　　セントラルモニタおよびベッドサイドモニタ　一式
　⑵　調達物品の仕様等
　　　入札説明書および調達仕様書（以下「入札説明書等」という。）による。
　⑶　納入期限
　　　令和７年３月３１日（月）
　⑷　納入場所
　　　福井県福井市四ツ井２丁目８番１号
　　　福井県立病院
２　入札に参加する者に必要な資格
　 　この入札に参加することができる者は、特定調達契約（政府調達に関する協定の適用
を受ける調達契約をいう。以下同じ。）に係る競争入札参加資格（以下「資格」という
。）について別に知事が行う審査により認定を受けた者（この公告の日から開札の日時
までに資格の認定を受けた者を含む。）で、次に掲げる条件をすべて満たすものとする
。
　⑴ 　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４に規定する者でない
こと。

　⑵ 　入札の日において現に福井県の指名停止措置を受けている者でないこと。
　⑶ 　会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立ておよび民
事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立てがなされてい
ない者であること。

　⑷ 　福井県に納付すべき県税（全税目）に滞納がない者であること。
　⑸ 　次のアからオまでのいずれにも該当しない者であること。
　　ア 　役員等（個人である場合にはその者を、法人である場合にはその役員またはその

支店もしくは常時契約を締結する事務所を代表する者をいう。以下同じ。）が暴力
団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）
第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）である者

　　イ 　暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定す

る暴力団をいう。以下同じ。）または暴力団員が経営に実質的に関与している者
　　ウ 　役員等が自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害

を加える目的をもって、暴力団または暴力団員の利用等をしている者
　　エ 　役員等が、暴力団もしくは暴力団員に対して資金等を供給し、または便宜を供与

するなど直接的もしくは積極的に暴力団の維持運営に協力し、または関与している
者

　　オ 　役員等が、暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
　⑹ 　医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和３５年
法律第１４５号）第３９条第１項の規定により高度管理医療機器等の販売業の許可を
受けている者であること。

３　電子入札の実施
　 　入札に係る入札参加資格の確認申請および入札書の提出は、契約担当者の使用に係る
電子計算機と入札に参加する者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電
子情報処理組織（以下「電子入札システム」という。）を使用して行う。

　 　なお、やむを得ない事由により、電子入札システムを使用して入札参加資格の確認申
請または入札書の提出を行うことができない者は、入札手続に支障がない場合に限り、
紙入札承認願を契約担当者に提出し、契約担当者の承認を得て、紙による入札参加資格
確認申請書または入札書の提出を行うことができる。

４　入札説明書等の交付等に関する事項
　⑴　入札説明書等の交付場所、契約条項を示す場所およびこの入札に関する問合せ先
　　　〒９１０－８５２６
　　　福井県福井市四ツ井２丁目８番１号
　　　福井県立病院経営管理課利用環境サービス室
　　　電話　０７７６－５７－２９４４
　⑵　入札説明書等の交付期間
　　 　令和６年１２月１０日（火）から令和６年１２月２６日（木）まで（福井県の休日
を定める条例（平成元年福井県条例第２号）第１条に規定する県の休日（以下「休日
」という。）を除く。）の８時３０分から１６時まで

　⑶ 　入札説明書等の交付は上記の場所で行うほか、福井県物品等入札情報サービスシス
テムで公開する。

５　資格の確認に関する事項
　 　この入札に参加しようとする者は、入札参加資格確認申請書（電子入札システムによ
る様式。なお、契約担当者の承認を得て、紙による申請書または入札書の提出を行う者
（以下「紙入札者」という。）にあっては、入札説明書に定めた様式）を次のとおり提
出し、この入札に関して福井県の事前審査を受け、資格の確認を受けなければならない
。

　⑴　申請書等の提出期間

公 　 告
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　　 　令和６年１２月１０日（火）から令和６年１２月２６日（木）まで（休日を除く。
）の８時３０分から１６時まで

　⑵　申請書等の提出方法
　　ア　電子入札システムによりこの入札に参加しようとする者
　　　　電子入札システムを使用して送信する。
　　　 　なお、資料の提出を有効に行うためには、申請書の情報が提出期間中に、契約担

当者が本件入札に使用する電子計算機に備え付けられたファイルに記録されなけれ
ばならない。

　　　 　申請書の提出に使用するＩＣカードは、電子署名及び認証業務に関する法律（平
成１２年法律第１０２号）に基づき主務大臣の認定を受けた特定認証業務を行う者
が発行したもので、かつ福井県物品等競争入札参加資格者名簿に登録された代表者
の名義で取得し、そのＩＣカード情報を福井県の電子入札システムに利用者登録し
たものとする。

　イ　紙入札によりこの入札に参加しようとする者
　　 　提出期間内に、次の提出先に郵送（民間事業者を含む。）または持参して提出する
こと。郵送による場合には、簡易書留郵便その他の配達記録が残るものを利用するこ
と。

　　（提出先）
　　　〒９１０－８５２６
　　　福井県福井市四ツ井２丁目８番１号
　　　福井県立病院経営管理課利用環境サービス室
　⑶　資格の確認の通知
　　 　資格の確認は、電子入札システムを使用して通知する。紙入札者に対しては、書面
により通知する。

６　入札書の提出方法、提出期間および開札日時
　⑴　入札書の提出方法
　　ア　電子入札システムによりこの入札に参加しようとする者
　　　　５⑵アと同様とする。
　　イ　紙入札によりこの入札に参加しようとする者
　　　 　下記アからエの要領で作成し、持参または郵送すること（郵送の場合は、簡易書

留郵便その他配達記録が残るものを利用すること。）。
　　　ア　外封筒および内封筒の二重封筒とすること。
　　　イ 　入札書を、当該入札案件の名称、開札日時、入札参加者名、担当者名および連

絡先（電話番号、ファックス番号）を記載し、「入札書在中」と朱書した内封筒
に封入すること。

　　　ウ 　イにより作成した内封筒を、入札書の提出先、当該入札案件名称、開札日時、
入札参加者名、担当者名および連絡先（電話番号、ファックス番号）を記載し「

入札書在中」と朱書した外封筒に封入すること。
　　　エ　提出場所
　　　　　５⑵イ（提出先）に同じ
　⑵　入札書の提出期間
　　　令和７年１月２１日（火）８時３０分から１７時まで
　　　令和７年１月２２日（水）８時３０分から１６時まで（必着）
　⑶　開札日時
　　　令和７年１月２３日（木）９時００分
　⑷　開札場所
　　　福井県立病院　中会議室１
７　入札書に記載する金額
　 　落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に、当該金額の１００分の１０
に相当する額を加算した金額（加算後の金額に１円未満の端数金額があるときは、その
端数金額を切り捨てた金額）をもって落札金額とするので、入札参加者は、消費税およ
び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約
希望金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。

　　なお、入札金額は、調達物品に要する一切の諸費用を含むものとする。
８　落札者の決定に関する事項
　 　この入札に係る調達物品の予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札
を行った者を落札者とする。

９　契約に関する事務を担当する部局の名称および所在地
　　〒９１０－８５２６
　　福井県福井市四ツ井２丁目８番１号
　　福井県立病院経営管理課利用環境サービス室
　　電話　０７７６－５７－２９４４
１０　その他
　⑴ 　この入札に係る一連の手続および契約に関する手続において使用する言語ならびに
通貨

　　　日本語および日本国通貨とする。
　⑵　入札保証金および契約保証金
　　 　福井県病院事業財務規則（昭和３９年福井県規則第１３号）第７５条において準用
する福井県財務規則（昭和３９年福井県規則第１１号）の規定による。

　⑶　入札の無効
　　 　福井県病院事業財務規則第７５条において準用する福井県財務規則第１５１条の規
定による。

　⑷　契約書作成の要否
　　　要
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　⑸　暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置
　　ア 　受注者は、福井県暴力団排除条例（平成２２年福井県条例第３１号）第５条第２

項の規定の趣旨にのっとり、暴力団員または暴力団もしくは暴力団員と密接な関係
を有する者による不当介入を受けたときは、速やかに所轄の警察署に届出を行うと
ともに、捜査上必要な協力を行うこと。

　　イ　アにより警察署に届け出たときは、その旨を速やかに発注者に報告すること。
　　　 　なお、上記アの届出を怠ったときは、物品購入等の契約に係る指名停止措置要領

の規定に基づき指名停止等の措置を講じることがある。
　⑹　２に記載する「別に知事が行う審査」を申請する時期と場所
　　ア　申請者の受付時期
　　　　休日を除き、随時申請を受け付ける。
　　イ　申請書の交付場所および提出場所ならびに申請に関する問合せ先
　　　　〒９１０－８５８０
　　　　福井県福井市大手３丁目１７番１号
　　　　福井県会計局会計課
　　　　総務第三グループ
　　　　電話　０７７６－２０－０２５３
　⑺ 　この公告に掲げるもののほか、この入札に関して必要な事項は入札説明書等による
。

１１　Summary
　⑴　Nature and quantity of the products to be purchased: 
　　　Central monitor and bedside monitors　1set
　⑵　Date,Time of Bidding: 
　　　9:00 AM 23rd January 2025
　⑶　Deadline for delivery: 
　　　31th March 2025
　⑷　The place for delivery and contact point for the notice:
　　　Property management division,
　　　Fukui Prefectural Hospital,2‒8‒1 Yotsui,Fukui city,
　　　Fukui Prefecture,910‒8526,Japan.
　　　TEL 0776‒57‒2944
　 　
　大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第１項の規定による大規模小
売店舗の変更届出があったので、同条第３項において準用する同法第５条第３項の規定に
より公告する。
　なお、大規模小売店舗を設置する者がその周辺の生活環境の保持のため配慮すべき事項
について意見を有する者は、同法第８条第２項の規定により、この公告の日から４月以内

に、福井県に対し意見書の提出によりこれを述べることができる。
　　令和６年１２月１０日
　　　　　　福井県知事　杉本　達治
１　大規模小売店舗の名称および所在地
　　フレスポ越前
　　福井県越前市稲寄町２６字作ケ花１番　外３４筆
２ 　大規模小売店舗を設置する者の氏名または名称および住所ならびに法人にあっては代
表者の氏名

　　大和リース株式会社
　　代表取締役　北　哲弥
　　大阪府大阪市中央区農人橋２丁目１番３６号
３　変更した事項
　 　大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名または名称および住所ならびに法人に
あっては代表の氏名

　（変更前）
　　・アルビス株式会社
　　　代表取締役　池田　和男
　　　富山県射水市大門町流通センター
　　　水戸田３丁目４番地
　　・ゲンキー株式会社
　　　代表取締役　藤永　賢一
　　　福井県坂井市丸岡町下久米田３８字３３番
　　・青山商事株式会社
　　　代表取締役　青山　理
　　　広島県福山市王子町１丁目３番５号　
　　・株式会社モバイルパーク
　　　代表取締役　北野　恭士
　　　福井県福井市福１丁目１７１０番地
　（変更後）
　　・アルビス株式会社
　　　代表取締役　池田　和男
　　　富山県射水市大門町流通センター
　　　水戸田３丁目４番地
　　・ゲンキー株式会社
　　　代表取締役社長　藤永　賢一
　　　福井県坂井市丸岡町下久米田３８字３３番
　　・青山商事株式会社
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　　　代表取締役社長　青山　理
　　　広島県福山市王子町１丁目３番５号
　　・株式会社ティーガイヤ
　　　代表取締役　石田　將人
　　　東京都渋谷区恵比寿４－１－１８
　　　恵比寿ネオナ－ト１４～１８Ｆ
４　変更の年月日
　　令和６年７月１日
５　変更する理由
　　小売店業者変更のため。
６　届出の縦覧場所　　　
　⑴　福井県福井市大手３丁目１７番１号
　　　福井県産業労働部商業・市場開拓課
　⑵　福井県越前市府中１丁目１３－７
　　　越前市産業観光部産業政策課
７　聴取した意見の縦覧期間および縦覧できる時間帯
　⑴　縦覧期間
　　　公告の日から４月間
　⑵　縦覧できる時間帯
　　　午前８時３０分から午後５時１５分まで
８　意見書の提出先
　　福井県福井市大手３丁目１７番１号
　　福井県産業労働部商業・市場開拓課
　 　
　都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の規定により許可した開発行
為に関する工事が完了したので、同法第３６条第３項の規定により、次のとおり公告する
。
　　令和６年１２月１０日
　　　　　　福井県知事　杉本　達治
１　開発区域または工区に含まれる地域の名称
　 　あわら市東善寺９字江ノ表５３番２、５４番、５５番、５６番、５７番、５８番およ
び８４番ならびに１６字石丸４０番２、５４番、５６番の一部および５７番の一部
２　開発許可を受けた者の住所および氏名
　　あわら市春宮二丁目４番２２号
　　すててこ株式会社
　　代表取締役　笹原　博之
　 　

　政府調達に関する協定の適用を受ける調達契約に係る一般競争入札の落札者を決定した
ので、特定調達契約に係る福井県財務規則の特例に関する規則（平成７年福井県規則第８
２号。以下「規則」という。）第１３条第１項の規定により、次のとおり公示する。
　　令和６年１２月１０日
　　　　　　福井県知事　杉本　達治
１　落札に係る特定役務の名称
　　Ｏｆｆｉｃｅソフトライセンス提供業務
２　契約に関する事務を担当する部局の名称および所在地
　　福井県警察本部警務部会計課
　　福井県福井市大手３丁目１７－１
３　落札者を決定した日
　　令和６年１１月２０日
４　落札者の名称および所在地
　　株式会社江守情報
　　福井県福井市順化１丁目２４－３８
５　落札金額
　　１４４，４３９，８６５円
６　契約の相手方を決定した手続
　　一般競争入札
７　規則第４条の規定による公告を行った日
　　令和６年１０月８日

公安委員会告示
福井県公安委員会告示第１２６号
　道路交通法（昭和３５年法律第１０５号。以下「法」という。）第５１条の１３第１項
第１号イに規定する駐車監視員資格者講習（以下「講習」という。）を行うので、確認事
務の委託の手続等に関する規則（平成１６年国家公安委員会規則第２３号）第６条の規定
により、次のとおり公示する。
　　令和６年１２月１０日
　　　　　　福井県公安委員会
　　　　　　　委員長　禿　了修
１　講習の期日、場所および受講定員
　⑴　期日
　　ア　講習
　　　　令和７年１月１６日（木）および令和７年１月１７日（金）
　　イ　修了考査
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　　　　令和７年１月３１日（金）
　⑵　場所
　　　福井市大手３丁目１７番１号
　　　福井県警察本部
　⑶　受講定員
　　　１５名（受講定員を超えた申込みがあった場合は先着順とする。）
２　受講手続に関する事項
　⑴　受講の申込み期間
　　ア　受付期間
　　　 　令和６年１２月１０日（火）から令和６年１２月２０日（金）まで（土曜日およ

び日曜日を除く。）
　　イ　受付時間
　　　　午前８時３０分から午後５時１５分まで
　　　 　なお、郵送による申込みは、令和６年１２月２０日（金）までの消印のあるもの

に限り受け付ける。
　⑵　受講申込みに必要な書類等
　　ア　駐車監視員資格者講習受講申込書（以下「申込書」という。）１通
　　イ 　申込み前６月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の写真（縦の長さ３

センチメートル、横の長さ２．４センチメートルのものを申込書の写真欄に貼り付
けること。）１枚

　　ウ 　講習手数料２０，０００円（手数料分の福井県証紙を申込書の証紙貼付欄に貼り
付けること。または、福井県手数料納付システムを利用し納付すること。）

　　　　なお、納付された講習手数料は、返還しない。
　⑶　申込書の提出先および提出方法
　　ア　提出先
　　　　福井市大手３丁目１７番１号
　　　　福井県警察本部交通部交通指導課
　　イ　提出方法
　　　　申込書は、受講者またはその代理人がアの提出先に提出すること。
　　　　なお、郵送により提出する場合は、書留で送付すること。
３　その他講習の実施に関する必要な事項
　⑴　講習の資格要件
　　 　講習を受講し、その課程を修了しても法第５１条の１３第１項第２号に掲げる事項
のいずれかに該当する者は、駐車監視員資格者証の交付を受けることはできない。

　⑵　講習に関する問合せ等
　　　福井市大手３丁目１７番１号
　　　福井県警察本部交通部交通指導課

　　　電話　０７７６－２２－２８８０
　　　内線　５１５１、５１５２
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